
令和６年度奈留地区災害土砂撤去（その２）工事

災害緊急応急対応工　１式

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　宮崎河川国道事務所長
大嶋　一範
宮崎市大工２丁目３９番地

令和　６年１０月２２日

東浜・谷口経常建設共同企業体

宮崎県日南市南郷町榎原丙１１９４－１

４，２１３，０００円（税込み）

４，７０８，０００円（税込み）

令和６年１０月２１日からの大雨と１０月２２日に発生した線状降水帯の
影響により、国道２２０号宮崎県串間市奈留地区において土砂災害が発生
し通行止めをおこなっているが、早期交通解放に向け緊急的に土砂の撤去
等応急復旧工事の必要があるため、「令和６年度災害時等（道路）におけ
る応急対策工事等に関する基本協定」を締結している上記業者と会計法２
９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号に基づき、随意契約を行
い応急工事を行うものである。

日南国道維持出張所管内

維持修繕工事

工 期 (自) 令和　６年１０月２２日

工 期 (至) 令和　７年　３月１０日

備 考

予 定 価 格

工 事 概 要

工 事 の 名 称

工 事 場 所

工 事 種 別

契 約 担 当 官 等 の 氏 名 並 び
に そ の 所 属 す る 部 局
の 名 称 及 び 所 在 地

随 意 契 約 に よ る こ と と
し た 理 由

契 約 業 者 の 住 所

契 約 業 者 名

随意契約結果及び契約の内容

契 約 年 月 日

契 約 金 額
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随意契約理由書

１．工 事 名 令和６年度奈留地区災害土砂撤去（その２）工事

２．工事箇所 日南国道維持出張所管内

３．契約の相手方 東浜・谷口経常建設共同企業体

４．随意契約適用法令 会計法第２９条の３第４項及び

予算決算及び会計令第１０２条の４第３号

５．理 由

令和６年１０月２１日からの大雨と１０月２２日に発生した線状降水帯の影響によ

り、国道２２０号宮崎県串間市奈留地区において土砂災害が発生し通行止めをおこな

っているが、早期交通解放に向け緊急的に土砂の撤去等応急復旧工事の必要があるた

め、「令和６年度災害時等（道路）における応急対策工事等に関する基本協定」を締

結している上記業者と会計法２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号に基

づき、随意契約を行い応急工事を行うものである。

随意契約理由書作成者

道路管理第二課長 伊藤 直哉


